
 
 

 

 

 

 

 

 

 

夜間養護は、保護者の仕事等が恒常的に夜間・深夜にわたる家庭の小学校低

学年のお子さんが 夕方から概ね午後 10 時までの通所利用、又は夜間から引き

続き宿泊を伴う通所利用ができます。 

 

 

 

保護者が社会的事由により、家庭での養育が一時的に困難となった家庭の

お子さんが入所利用できます。 

＜対象となる理由＞保護者の病気、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、出

張、学校などの公的行事への参加など 

＜期間＞１カ月以内 

○夜間養護（トワイライトステイ）事業 

区 分 
保護者の 

費用負担額 

生活保護世帯 
基本分 

宿泊分 

0円     

0円     

市町村民税非

課税世帯 

基本分 

宿泊分 

300円     

300円     

その他の世帯 
基本分 

宿泊分 

750円     

750円     
 

＜期間＞１カ月以内 

○休日預かり事業 

区 分 
保護者の 

費用負担額 

生活保護世帯 0円 

市町村民税 

非課税世帯 
350円 

その他の世帯 1,350円 
 

＜期間＞ ７日間 

 

区 分 
保護者の 

費用負担額 

生活保護世帯 
２歳未満児 

２歳以上児 

0円 

0円 

市町村民税 

非課税世帯 

２歳未満児 

２歳以上児 

1,100円 

1,000円 

その他の世帯 
２歳未満児 

２歳以上児 

5,350円 

2,750円 
 

 

保護者の疾病、出産、恒常的な残業、休日出勤等の事由によりお子さんの養育が一時的に困難となった時、養護施設において一定期間、養育及び保護を行います。

市内にお住まいの 18歳未満の児童が対象です。 

＜実施施設＞ 

名称 所在地 

和光学園 盛岡市青山一丁目 25番２号 

青雲荘 盛岡市加賀野四丁目８番 33号 

みちのくみどり学園 盛岡市上田字松屋敷 11番地 14 

日赤岩手乳児院 盛岡市三本柳６地割１番地 10 

善友乳児院 盛岡市北山一丁目 13番 24号 

※ 施設の状況によっては、受け入れができない場合もありますので、 

ご了承ください。 

＜和光学園利用の際の持ち物＞ 

・日数分の着替え 

・洗面用具（ハブラシ、コップ） 

・バスタオル、タオル 

・パジャマ 

・保険証 

・内服薬 

＜乳児院利用の際の持ち物＞ 

・母子健康手帳 

・健康保険被保険者証 

 

＜申込み＞ 
八幡平市役所地域福祉課で申込

書を記載し、申込みをいただいた

後に承認のうえご利用いただきま

す。（申込み時には印鑑をご持参く

ださい。）  

※ 本年 1 月 1 日現在八幡平市以

外の市町村に在住していた方

は、前住所地から市町村民税の

課税証明書を発行してもらい提

出する必要があります。  


